
1

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
）

（
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

調
査
実
施
者
は
、
次
に
掲
げ
る
単
位
区
画
に
つ
い
て
、
試
料
採
取
等
の
対
象
と
す

３

調
査
実
施
者
は
、
次
に
掲
げ
る
単
位
区
画
に
つ
い
て
、
試
料
採
取
等
の
対
象
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
土
地
を
含
む
単
位
区
画
（
前
号
に
掲
げ
る
単
位

二

前
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
土
地
を
含
む
単
位
区
画
（
前
号
に
掲
げ
る
単
位

区
画
を
除
く
。
以
下
「
一
部
対
象
区
画
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

区
画
を
除
く
。
以
下
「
一
部
対
象
区
画
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
単
位

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
単
位

区
画

区
画

イ

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
特
定
有
害
物
質

イ

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
特
定
有
害
物
質

の
種
類
（
以
下
「
試
料
採
取
等
対
象
物
質
」
と
い
う
。
）
が
令
第
一
条
第
三
号

の
種
類
（
以
下
「
試
料
採
取
等
対
象
物
質
」
と
い
う
。
）
が
令
第
一
条
第
六
号

、
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
五
号
、
第
十
七
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で

か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
又
は
第
二

又
は
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
（
以
下
「
第
一
種
特
定
有

十
二
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
（
以
下
「
第
一
種
特
定
有
害
物
質
」

害
物
質
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

次
の

又
は

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

次
の

又
は

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

(1)

(2)

(1)

(2)

に
応
じ
、
当
該

又
は

に
定
め
る
単
位
区
画

当
該

又
は

に
定
め
る
単
位
区
画

(1)

(2)

(1)

(2)

・

（
略
）

・

（
略
）

(1)

(2)

(1)

(2)

ロ

試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
令
第
一
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
、
第
十
三

ロ

試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
令
第
一
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
十
二

号
、
第
十
四
号
、
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
若
し
く
は
第
二
十
四
号
に

号
、
第
十
三
号
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
若
し
く
は
第
二
十
三
号
に

掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
（
以
下
「
第
二
種
特
定
有
害
物
質
」
と
い
う
。

掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
（
以
下
「
第
二
種
特
定
有
害
物
質
」
と
い
う
。
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）
又
は
第
一
種
特
定
有
害
物
質
及
び
第
二
種
特
定
有
害
物
質
以
外
の
特
定
有
害

）
又
は
第
一
種
特
定
有
害
物
質
及
び
第
二
種
特
定
有
害
物
質
以
外
の
特
定
有
害

物
質
の
種
類
（
以
下
「
第
三
種
特
定
有
害
物
質
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

物
質
の
種
類
（
以
下
「
第
三
種
特
定
有
害
物
質
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

次
の

又
は

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

又
は

に
定
め
る
単

次
の

又
は

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

又
は

に
定
め
る
単

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

位
区
画

位
区
画

・

（
略
）

・

（
略
）

(1)

(2)

(1)

(2)

（
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
専
ら
自
然
に
由
来
す
る
お
そ

（
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
専
ら
自
然
に
由
来
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
土
地
に
お
け
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
係
る
特
例
）

れ
が
あ
る
土
地
に
お
け
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
係
る
特
例
）

第
十
条
の
二

調
査
実
施
者
は
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
調
査

第
十
条
の
二

調
査
実
施
者
は
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
調
査

対
象
地
に
お
け
る
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
第
二
種
特
定
有
害
物
質
（
令
第
一
条
第

対
象
地
に
お
け
る
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
第
二
種
特
定
有
害
物
質
（
令
第
一
条
第

五
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
を
除
く
。
こ
の
条
及
び
第
五
十
八
条
第
四
項

四
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
を
除
く
。
こ
の
条
及
び
第
五
十
八
条
第
四
項

第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
調
査
対
象
地
の
土
地
の
土
壌
の
特
定

第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
調
査
対
象
地
の
土
地
の
土
壌
の
特
定

有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
専
ら
自
然
に
由
来
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
専
ら
自
然
に
由
来
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
第
四
条
第
三
項
、
第
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま

る
と
き
は
、
第
四
条
第
三
項
、
第
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま

で
並
び
に
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

で
並
び
に
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

よ
る
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
及
び
試
料
採
取
等
（
以
下
「
試
料
採
取
等
を

よ
る
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
及
び
試
料
採
取
等
（
以
下
「
試
料
採
取
等
を

行
う
区
画
の
選
定
等
」
と
い
う
。
）
に
代
え
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
試

行
う
区
画
の
選
定
等
」
と
い
う
。
）
に
代
え
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
試

料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
搬
出
し
よ
う
と
す
る
土
壌
の
調
査
）

（
搬
出
し
よ
う
と
す
る
土
壌
の
調
査
）

第
五
十
九
条

（
略
）

第
五
十
九
条

（
略
）

２

掘
削
前
調
査
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２

掘
削
前
調
査
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
項
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
情
報
に
よ
り
、
掘
削
対
象
地
を
特
定
有
害
物
質

二

前
項
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
情
報
に
よ
り
、
掘
削
対
象
地
を
特
定
有
害
物
質

の
種
類
（
同
号
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
情
報
に
よ
り
、
掘
削
対
象
地
に
お
い
て

の
種
類
（
同
号
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
情
報
に
よ
り
、
掘
削
対
象
地
に
お
い
て

土
壌
の
第
三
種
特
定
有
害
物
質
（
令
第
一
条
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物

土
壌
の
第
三
種
特
定
有
害
物
質
（
令
第
一
条
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
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質
の
種
類
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌

質
の
種
類
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌

溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る

溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る

当
該
第
三
種
特
定
有
害
物
質
を
除
く
。
）
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
区
分
に
分
類
す
る

当
該
第
三
種
特
定
有
害
物
質
を
除
く
。
）
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
区
分
に
分
類
す
る

こ
と
。

こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

別
表
第
一
（
第
七
条
第
一
項
関
係
）

別
表
第
一
（
第
七
条
第
一
項
関
係
）

特
定
有
害
物
質
の
種
類

地

下

水

基

準

特
定
有
害
物
質
の
種
類

地

下

水

基

準

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
六
価
ク
ロ
ム
〇
・
〇
五
ミ
リ
グ

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
六
価
ク
ロ
ム
〇
・
〇
五
ミ
リ
グ

ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

（
新
規
）

（
新
規
）

で
あ
る
こ
と
。

二
―
ク
ロ
ロ
―
四
・
六

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

二
―
ク
ロ
ロ
―
四
・
六

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

―
ビ
ス
（
エ
チ
ル
ア
ミ

で
あ
る
こ
と
。

―
ビ
ス
（
エ
チ
ル
ア
ミ

で
あ
る
こ
と
。

ノ
）
―
一
・
三
・
五
―

ノ
）
―
一
・
三
・
五
―

ト
リ
ア
ジ
ン
（
以
下
「

ト
リ
ア
ジ
ン
（
以
下
「

シ
マ
ジ
ン
」
と
い
う
。

シ
マ
ジ
ン
」
と
い
う
。

）

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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別
表
第
二
（
第
九
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

別
表
第
二
（
第
九
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

特
定
有
害
物
質
の
種
類

第

二

溶

出

量

基

準

特
定
有
害
物
質
の
種
類

第

二

溶

出

量

基

準

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
六
価
ク
ロ
ム
一
・
五
ミ
リ

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
六
価
ク
ロ
ム
一
・
五
ミ
リ

グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以

（
新
規
）

（
新
規
）

下
で
あ
る
こ
と
。

シ
マ
ジ
ン

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以

シ
マ
ジ
ン

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以

下
で
あ
る
こ
と
。

下
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三
（
第
三
十
一
条
第
一
項
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
十
一
条
第
一
項
関
係
）

特
定
有
害
物
質
の
種
類

要

件

特
定
有
害
物
質
の
種
類

要

件

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
六
価
ク
ロ
ム
〇
・
〇
五
ミ

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
六
価
ク
ロ
ム
〇
・
〇
五
ミ

リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

（
新
規
）

（
新
規
）

以
下
で
あ
る
こ
と
。

シ
マ
ジ
ン

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム

シ
マ
ジ
ン

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム

以
下
で
あ
る
こ
と
。

以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


